
理

由

退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
送
還
・
収
容
の
現
状
に
鑑
み
、
退
去
強
制
手
続
を
一
層
適
切
か
つ
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、

在
留
特
別
許
可
の
申
請
手
続
の
創
設
、
収
容
に
代
わ
る
監
理
措
置
の
創
設
、
難
民
認
定
手
続
中
の
送
還
停
止
に
関
す
る
規
定
の

見
直
し
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
命
令
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
難
民
に
準
じ
て
保
護
す
べ
き
者
に
関
す

る
規
定
の
整
備
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


